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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
令
和
元
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…
�

告

示
（
交
）

○
東
京
都
懸
垂
電
車
運
輸
営
業
の
一
時
休
止
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
七

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施

す
る
。令

和
元
年
十
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

試
験
日
時

㈠

学
科
試
験

令
和
二
年
一
月
二
十
五
日
（
土
曜
日
）
午
前
十
時
三
十
分
か

ら
正
午
ま
で

㈡

実
地
試
験

令
和
二
年
一
月
二
十
八
日
（
火
曜
日
）
又
は
同
月
二
十
九
日

（
水
曜
日
）
の
う
ち
、
指
定
す
る
日
時

二

試
験
場
所

㈠

学
科
試
験

学
校
法
人
後
藤
学
園
（
豊
島
区
南
池
袋
三
丁
目
十
二
番
五

号
）

㈡

実
地
試
験

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
（
文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番

十
号
）

三

受
験
資
格

㈠

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十

七
条
に
規
定
す
る
者

㈡

旧
国
民
学
校
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
百
四
十
八
号
）
に
よ

る
国
民
学
校
の
高
等
科
を
修
了
し
た
者
、
旧
中
等
学
校
令
（
昭

和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
の
二
年
の
課

程
を
終
わ
っ
た
者
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

四

試
験
科
目

㈠

学
科
試
験

ア

衛
生
法
規
に
関
す
る
知
識

イ

公
衆
衛
生
に
関
す
る
知
識

ウ

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
知
識

㈡

実
地
試
験

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
技
能

五

受
験
手
続

㈠

受
験
願
書
受
付
日
時

令
和
元
年
十
一
月
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二
月
六
日

（
金
曜
日
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す

る
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一

時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
簡
易
書

留
で
令
和
元
年
十
二
月
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る

も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

㈡

受
験
願
書
受
付
場
所

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
三
十
階
南
側

福
祉
保
健
局
健
康
安

全
部
健
康
安
全
課
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
同
課
（
郵
便

番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
送
付
す
る
こ
と
。

㈢

提
出
書
類

ア

受
験
願
書
（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十

年
東
京
都
規
則
第
八
十
一
号
）
別
記
第
十
二
号
様
式
に
よ

る
。
）

イ

履
歴
書

ウ

写
真
（
出
願
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
上
半
身
、

正
面
向
き
で
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

で
、
裏
に
氏
名
を
記
入
し
た
も
の
）

エ

受
験
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
中

学
校
以
上
の
学
校
の
卒
業
証
明
書
（
原
本
）
又
は
卒
業
証
書

の
写
し
（
こ
の
場
合
は
、
原
本
を
提
示
し
、
写
し
を
提
出
す

る
こ
と
。
）
）

㈣

試
験
手
数
料

一
万
八
百
円

納
付
書
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
金
融
機
関
、
東
京
都
収
納
代

理
金
融
機
関
に
納
入
す
る
こ
と
。

な
お
、
納
入
し
た
試
験
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。
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六

合
格
発
表

令
和
二
年
三
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で
、
東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
三
十
階
南
側
入
口
に
、
合
格
者

の
受
験
番
号
を
掲
示
し
て
発
表
す
る
と
と
も
に
、
同
日
午
前
十
時

か
ら
東
京
都
福
祉
保
健
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http:／／w

w
w
.

fukushihoken.m
etro.tokyo.jp ／index.htm

l

）
上
に
合
格
者
の

受
験
番
号
を
掲
載
す
る
。

七

そ
の
他

㈠

受
験
願
書
用
紙
は
、
東
京
都
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
健
康

安
全
課
（
東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
三
十
階
南
側
）
に
お
い
て
、

令
和
元
年
十
一
月
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

㈡

問
合
せ
先

東
京
都
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
試
験
・
免
許

担
当電

話
〇
三
（
五
三
二
〇
）
四
三
五
八

告

示
（
交
）

◉
交
通
局
告
示
第
七
号

東
京
都
懸
垂
電
車
の
運
輸
営
業
を
次
の
よ
う
に
一
時
休
止
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長

土

渕

裕

一

路
線
名

上
野
懸
垂
線

二

休
止
期
間

令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
当
分
の
間

三

理
由

平
成
十
三
年
度
の
運
行
開
始
か
ら
十
八
年
が
経
過

し
、
経
年
劣
化
が
顕
著
に
進
ん
で
い
る
た
め

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

立
川
市
砂
川
町
七
丁
目
五
十
一
番

一
及
び
同
番
二
十

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

千
葉
雄
二
郎

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


